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1. 令和 5年度の重点事項について 

(2) 介護人材の確保について 



 



取 組 項 目 主 な 取 組 目 標

①介護職の魅力向上に関する取組み
の検討

・PR支援

②多様な人材の確保・育成の支援
・研修受講、資格取得の促進

・相談専門職の人材育成

③介護職員の離職防止・定着促進に
対する支援の検討

・介護施設ICT・IoT導入の促進検討

・指定申請や運営指導の提出書類削減

・業務改善の研修会開催

・就職説明会の開催検討

介護人材の確保・育成及び就労環境の改善のための取組みについて

介護人材の状況及び介護人材確保について（第８期高齢者お達者プランより）

令和４年度の加賀市介護人材確保対策事業

事 業 名 事 業 内 容 及 び 事 業 費 実 施 状 況

介 護 サ ー ビ ス
事 業 所 Ｐ Ｒ
支 援 事 業

• 介護の魅力に関するＰＲ記事を作成し、広報か
がに掲載予定。

• 介護保険制度の適切な利用の仕方の周知・啓発

広報かが
令和5年2・4月
号に掲載予定

①介護職の魅力向上に関する取組

※広報かが令和5年2月号より
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令和４年度の加賀市介護人材確保対策事業

事 業 名 事 業 内 容 及 び 事 業 費 実 施 状 況

介 護 人 材 育 成
支 援 事 業

【事業内容】
①市内の介護サービス事業所の職員や、介護

サービス事業所への就業志望者が受講した
「介護福祉士実務者研修」及び「介護職員
初任者研修」の受講料の一部を補助する。

②介護に必要な資格試験に係る受験料の一部を
補助する。

【事業費】100万円
実務者研修受講料補助上限額: 10万円×数名程度
初任者研修受講料補助上限額:  5万円×数名程度
資格試験受験料補助上限額: 3万円×数名程度

令和4年2月より
実施

【令和3年度実績】
実務者研修
受講料補助:2名

②多様な人材の確保・育成の支援

令和４年度の加賀市介護人材確保対策事業

事 業 名 事 業 内 容 及 び 事 業 費 実 施 状 況

業務改善研修会
開 催 事 業

介護の質を確保し向上させることを目的として、
介護サービス事業所における生産性の向上に関す
る研修会を加賀市介護サービス事業者協議会に委
託して開催する。

新型コロナウイ
ルス感染症のた
め未実施

合同就職説明会
開 催 事 業

市内介護事業所等が一堂に会して合同就職説明会
を開催する。

【日時】
令和4年10月16日(日)
10:00～16:00
【会場】
アビオシティホール
【主催】
加賀市・加賀市介護
サービス事業者協議会

③介護職員の離職防止・定着促進に対する支援

※合同就職説明会の様子
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令和５年度の加賀市介護人材確保対策事業（案）

事 業 名 事 業 内 容 実 施 予 定

介 護 人 材 育 成
支 援 事 業

【事業内容】
①市内の介護サービス事業所の職員や、介護

サービス事業所への就業志望者が受講した
「介護福祉士実務者研修」及び「介護職員
初任者研修」の受講料の一部を補助する。

②介護に必要な資格試験に係る受験料の一部を
補助する。

実務者研修受講料補助上限額: 10万円×数名程度
初任者研修受講料補助上限額:  5万円×数名程度
資格試験受験料補助上限額: 3万円×数名程度

前年度より継続
して実施予定

②多様な人材の確保・育成の支援

①介護職の魅力向上に関する取組

事 業 名 事 業 内 容 実 施 予 定

介 護 サ ー ビ ス
事 業 所 Ｐ Ｒ
支 援 事 業

• 介護の魅力に関するＰＲ記事を作成し、広報か
がに掲載予定。

• 介護保険制度の適切な利用の仕方の周知・啓発

令和5年度版
広報かが等に
掲載予定

令和５年度の加賀市介護人材確保対策事業（案）
③介護職員の離職防止・定着促進に対する支援

事 業 名 事 業 内 容 実 施 予 定

業務改善研修会
開 催 事 業

介護の質を確保し向上させることを目的として、
介護サービス事業所における生産性の向上に関す
る研修会を加賀市介護サービス事業者協議会に委
託して開催する。

令和5年度中に
実施予定介護事業所IT化

支 援 事 業

介護事業所における事務処理のIT化を促進するた
め、IT・ICTを活用したアプリ等を各介護事業所
に紹介する。

合同就職説明会
開 催 事 業

市内介護事業所等が一堂に会して合同就職説明会
を開催する。

介護予防ケアマ
ネジメント事業

居宅介護支援事業所に委託している介護予防ケア
マネジメント事業の業務負担が生じる支援に対し
て、委託費の独自加算を行う。

【独自加算】
認知症機能低下支援加算
メンタルヘルス支援加算
ターミナル加算

令和5年4月から
実施予定

新

新
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